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医師意見書作成の前に
医師意見書は、障害者総合支援法（注）に基づく身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の共通様式となっています。介護保険制度のものと類似はしているものの、対象者に応じた内容の違いがありますので、この点をご配慮いただき、ご記入をお願いいたします。

【医師意見書の位置づけ】
（1） 一次判定（コンピュータ判定）

　　　一次判定で活用される項目は次のとおりです。

· 麻痺（左右：上肢、左右：下肢、その他）
· 関節の拘縮（左右：肩・肘・股・膝関節、その他）

· 精神症状・能力障害二軸評価（精神症状評価、能力障害評価）

· 生活障害評価（食事、生活リズム、保清、金銭管理、服薬管理、対人関係、社会的適応を妨げる行動）

· てんかん

（2） 二次判定（市町村審査会における審査判定）
　　　一次判定の結果を原案として、認定調査特記事項及び医師意見書（一次判定で活用される（１）の項目を除く）の内容を総合的に勘案した審査判定を行います。そのため、記載にあたっては申請者の心身の状況や必要とされる支援の度合い等について、具体的な状況を挙げていただきますようお願いいたします。

（3） 認定調査による認定調査結果の確認・修正
　　　申請者に対して長期間にわたり医学的管理を行っている主治医の意見の方が、より申請者の状況について正確には把握していることが明らかな場合は、市町村審査会は認定調査結果を修正する場合があります。

（4） サービス等利用計画作成時の利用
　　　区分認定がされた後、障害福祉サービスの種類や量について市町村が支給決定する際に勘案するため、申請者のサービス利用の意向などを踏まえたサービス等利用計画が指定特定相談支援事業者によって作成されます。
　　医師意見書のうち「主治医として本意見書がサービス利用計画作成に当たって利用されることに□同意する。□同意しない。」については、どちらかを選択していただきますようお願いいたします。また、計画作成上有用となる留意点がありましたら、具体的に記載してください。
　　　なお、「同意する」を選択した場合は、障害支援区分認定後に指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画作成のために、医師意見書の写しを求められた場合はその写しを交付することとなりますので、あらかじめご了承ください。
（注）障害者総合支援法は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称です。
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